
○
総
務
省
令
第
七
十
一
号

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
三
年
総
務
省
令
第
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
記

別
記

第
一
号
様
式
（
特
例
郵
便
等
投
票
に
お
け
る
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
の
請
求
書
の
様
式
）
（
第
一
条
関
係
）

第
一
号
様
式
（
特
例
郵
便
等
投
票
に
お
け
る
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
の
請
求
書
の
様
式
）
（
第
一
条
関
係
）

請

求

書

請

求

書

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
何
選
挙
に
お
い
て
、
次
の
現
在
す
る
場
所
で
郵
便
等
に
よ
る
投
票
を
行
い
た
い
の
で
、
同
法
施
行
令

り
、
何
選
挙
に
お
い
て
、
次
の
現
在
す
る
場
所
で
郵
便
等
に
よ
る
投
票
を
行
い
た
い
の
で
、
同
法
施
行
令

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
の
交
付
を
請
求
し
ま
す
。

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
の
交
付
を
請
求
し
ま
す
。

住
所

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
（
区
）
何
町
（
村
）
何
番
地

氏

名

住
所

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
（
区
）
何
町
（
村
）
何
番
地

氏

名

何
年
何
月
何
日

何
年
何
月
何
日

現
在
す
る
場
所

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
（
区
）
何
町
（
村
）
何
番
地

現
在
す
る
場
所

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
（
区
）
何
町
（
村
）
何
番
地

何
市
（
区
）
（
町
）
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
あ
て

何
市
（
区
）
（
町
）
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
あ
て

備
考

備
考

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規

三

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規

定
す
る
外
出
自
粛
要
請
等
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
隔
離
・
停
留
の
措
置
に
係
る
書
面
を
提

定
す
る
外
出
自
粛
要
請
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
隔
離
・
停
留
の
措
置
に
係
る
書
面
を
提
示

示
す
る
こ
と
。
特
別
の
事
情
に
よ
り
当
該
書
面
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
適
当

す
る
こ
と
。
特
別
の
事
情
に
よ
り
当
該
書
面
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
適
当
な

な
箇
所
に
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。

箇
所
に
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


